
■日本大学医学部同窓会会員以外の方は､この保険に加入することができません｡
■ご加入後､加入内容変更や脱退(開業した場合等)を行う際には､変更日･脱退日より前に代理店または引受保
険会社までご連絡ください｡

勤務医から開業医になった場合には
｢脱退｣のお手続きをしてください｡
別途｢診療所賠償責任保険｣の加入を
ご検討ください｡
※｢診療所賠償責任保険｣については
下段のご案内を参照ください｡
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※｢産業医等活動保険｣のご加入には日本大学医学部同窓会の医師賠償責任保険(勤務医師賠償
責任保険もしくは診療所賠償責任保険)のご加入が必須です｡

(医師賠償責任保険＋医療施設特別約款) (賠償責任保険保険約款＋嘱託医業特別約款)


